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(57)【要約】
【課題】低温環境や高温環境下でも、印画後に生じる凹
カールを好適に抑制できる熱転写受像シ－トを提供する
。
【解決手段】本発明の熱転写受像シ－ト１は、シート状
の基材１０と、基材の第一面１０ａ上に形成された第一
ポリオレフィン樹脂層２１と、基材において、第一面と
反対側の第二面１０ｂ上に形成された第二ポリオレフィ
ン樹脂層２２と、第一ポリオレフィン樹脂層上に形成さ
れた、複数の空隙を有する多孔質層３０と、多孔質層上
に形成された染料受容層４０とを備え、第一ポリオレフ
ィン樹脂層および第二ポリオレフィン樹脂層の結晶化度
が４０％以上であり、第二ポリオレフィン樹脂層の厚さ
が、前記第一ポリオレフィン樹脂層の厚さ以上である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の基材と、
　前記基材の第一面上に形成された第一ポリオレフィン樹脂層と、
　前記基材において、前記第一面と反対側の第二面上に形成された第二ポリオレフィン樹
脂層と、
　前記第一ポリオレフィン樹脂層上に形成された、複数の空隙を有する多孔質層と、
　前記多孔質層上に形成された染料受容層と、
　を備え、
　前記第一ポリオレフィン樹脂層および前記第二ポリオレフィン樹脂層の結晶化度が４０
％以上であり、
　前記第二ポリオレフィン樹脂層の厚さが、前記第一ポリオレフィン樹脂層の厚さ以上で
ある、
　熱転写受像シ－ト。
【請求項２】
　前記第二ポリオレフィン樹脂層の厚さが、前記第一ポリオレフィン樹脂層の厚さより大
きい、請求項１に記載の熱転写受像シート。
【請求項３】
　前記第一ポリオレフィン樹脂層および前記第二ポリオレフィン樹脂層の厚さが、５μｍ
以上５０μｍ以下であり、かつ前記第一ポリオレフィン樹脂層の厚さと前記第二ポリオレ
フィン樹脂層の厚さとの和が５５μｍ以下である、請求項１または２に記載の熱転写受像
シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱転写方式のプリンタに使用される熱転写受像シ－トに関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱転写記録媒体は、一般に熱転写方式のプリンタに使用されるインクリボンを指し、サ
－マルリボンとも呼ばれる。一般的な熱転写記録媒体は、基材の一方の面に熱転写層を、
他方の面に耐熱滑性層（バックコ－ト層）をそれぞれ設けた構成を有する。通常熱転写層
は、インクの層であって、プリンタのサ－マルヘッドに発生する熱によって、インクが昇
華（昇華転写方式）あるいは溶融（溶融転写方式）され、熱転写受像シ－ト側に転写され
る。
【０００３】
　熱転写方式の一つである昇華転写方式は、プリンタの高機能化と合わせて各種画像を簡
便にフルカラ－形成できるため、デジタルカメラのセルフプリント、身分証明書等のカ－
ド類、アミュ－ズメント用出力物等に広く利用されている。用途の多様化と共に、小型化
、高速化、低コスト化、また得られる印画物の耐久性向上を求める声も大きくなっており
、近年では、基材の同じ側に、印画物への耐久性を付与する保護層が互いに重ならないよ
うに設けられた複数の熱転写層を有する熱転写記録媒体が普及してきている。
【０００４】
　昇華転写用の熱転写受像シートとしては、基材シート上に、空隙を有する樹脂層および
染料受容層をこの順に積層形成したものが一般的である。空隙を有する樹脂層は、サーマ
ルヘッドからの熱印加時の断熱性、およびクッション性を熱転写受像シートに付与するた
めに必要不可欠である。しかし、空隙を有する樹脂層は熱収縮し易いため、印画後に受像
層側が凹面となるように熱転写受像シートがカールする（以下、「凹カール」と称する。
）ことがある。印画後の凹カールが大きくなると、印画物の外観を損ねるだけでなく、プ
リンタから排出された熱転写受像シート同士が接触し、排紙整列性へも悪影響を及ぼす。
【０００５】
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　上述した問題に関連して、例えば特許文献１には、基材シートと、基材シートの一方の
面に多孔質層と染料受容層とをこの順に有してなる熱転写シートであって、多孔質層が３
０μｍ未満の厚さを有し、かつポリプロピレン樹脂を含む多孔質層フィルムからなる熱転
写受像シ－トが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１５８１２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、発明者らが特許文献１に記載の熱転写受像シ－トを用いて、検討したと
ころ、低温環境や高温環境下では、印画後に生じる凹カールを十分抑制できないことが分
かった。
【０００８】
　上記事情を踏まえ、本発明は、低温環境や高温環境下でも、印画後に生じる凹カールを
好適に抑制できる熱転写受像シ－トを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、シート状の基材と、前記基材の第一面上に形成された第一ポリオレフィン樹
脂層と、前記基材において、前記第一面と反対側の第二面上に形成された第二ポリオレフ
ィン樹脂層と、前記第一ポリオレフィン樹脂層上に形成された、複数の空隙を有する多孔
質層と、前記多孔質層上に形成された染料受容層とを備え、前記第一ポリオレフィン樹脂
層および前記第二ポリオレフィン樹脂層の結晶化度が４０％以上であり、前記第二ポリオ
レフィン樹脂層の厚さが、前記第一ポリオレフィン樹脂層の厚さ以上である熱転写受像シ
ートである。
【００１０】
　前記第二ポリオレフィン樹脂層の厚さが、前記第一ポリオレフィン樹脂層の厚さより大
きくてもよい。
　また、前記第一ポリオレフィン樹脂層および前記第二ポリオレフィン樹脂層の厚さが、
５μｍ以上５０μｍ以下であり、かつ前記第一ポリオレフィン樹脂層の厚さと前記第二ポ
リオレフィン樹脂層の厚さとの和が５５μｍ以下であってもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の熱転写受像シ－トによれば、低温環境や高温環境下でも、印画後に生じる凹カ
ールを好適に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る熱転写受像シートを模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の一実施形態について、図１を参照して説明する。
　図１は、本実施形態の熱転写受像シート１を示す図である。熱転写受像シート１は、シ
ート状の基材１０と、基材１０の第一面１０ａに設けられた第一ポリオレフィン樹脂層２
１と、基材１０において、第一面１０ａと反対側の第二面１０ｂに設けられた第二ポリオ
レフィン樹脂層２２と、第一ポリオレフィン樹脂層２１上に設けられた多孔質層３０と、
多孔質層３０上に設けられた染料受容層４０とを備えている。
【００１４】
　基材１０としては、公知のものを使用することができる。例えば、ポリエチレンテレフ
タレート（ＰＥＴ）やポリエチレンナフタレ－ト（ＰＥＮ）等のポリエステル、ポリプロ
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ピレン等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール
、ポリスチレン、ポリアミド等の合成樹脂のフィルムや、上質紙、中質紙、コート紙、ア
ート紙、樹脂ラミネート紙等の紙類等が挙げられる。樹脂フィルムおよび紙類は、単独で
用いられてもよいし、両者が組み合わされた複合体が基材１０とされてもよい。
【００１５】
　基材１０の厚さについては、印画物としてのコシ（剛性）、強度や耐熱性等を考慮する
と、２５マイクロメートル（μｍ）以上２５０μｍ以下の範囲のものが使用可能である。
より好ましくは、５０μｍ以上２００μｍ以下程度の厚さが好ましい。
【００１６】
　多孔質層３０は、多数の空隙を有しており、サーマルヘッドからの熱印加時の断熱性、
およびクッション性等を熱転写受像シート１に付与する。多孔質層３０を形成する樹脂と
しては、特に限定されるものではなく、公知の樹脂材料を適宜選択することができる。断
熱性とクッション性の観点からは、発泡ポリエステル樹脂や発泡ポリスチレン樹脂等が好
ましい。
　多孔質層３０の厚さは、１０μｍ以上８０μｍ以下であればよいが、２０μｍ以上６０
μｍ以下程度がより好ましい。
【００１７】
　染料受容層４０としては、公知の各種バインダ樹脂を用いることができる。バインダ樹
脂の一例として、塩化ビニル－アクリル共重合体、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、酢
酸ビニル－アクリル共重合体、スチレン－アクリル共重合体、塩化ビニル－アクリル－エ
チレン共重合体、塩化ビニル－アクリル－スチレン共重合体等を挙げることができる。こ
れらは単独で使用されてもよいし、２種以上が混合されて使用されてもよい。
　染料受容層４０の厚さは、０．１μｍ以上１０μｍ以下であればよいが、０．２μｍ以
上８μｍ以下程度がより好ましい。また、染料受容層４０は、必要に応じて造膜助剤、離
型剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、架橋剤、蛍光染料等の公知の各種添加剤を含有しても
よい。
【００１８】
　第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２の材料となる樹脂
は、成形性の観点から低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）を主成分として含むことが好まし
い。
　第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２は、いずれも結晶
化度が４０％以上であり、かつ第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さが、第一ポリオレフ
ィン樹脂層２１以上とされている。結晶化度が４０％以上であれば、第一ポリオレフィン
樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２の結晶化度の大小関係に特に制限はなく
、同一であってもよい。
【００１９】
　上述の条件を満たすための結晶化度の調整は、様々な方法で実現することが可能である
。例えば、樹脂層を形成後にエージング処理を施し、結晶化度を高くする方法が例示でき
る。その他、各層のベースとなるＬＤＰＥに、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン等の
ＬＤＰＥ以外の樹脂を加える方法や、より硬度の高いＬＤＰＥで第一ポリオレフィン樹脂
層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２を形成する方法等が例示できる。ＬＤＰＥ以
外の樹脂を加える場合は、ＬＤＰＥ以外の樹脂の比率が一定以上になると、多孔質層３０
と第一ポリオレフィン樹脂層２１との密着性が損なわれる可能性があることに留意する。
【００２０】
　上記のように構成された熱転写受像シート１の作用について説明する。
　熱転写受像シート１において、多数の空隙を含む多孔質層３０は、断熱効果やクッショ
ン効果等の重要な機能を発揮する層である。その反面、空隙を含まない樹脂層に比して熱
収縮率が大きい。多孔質層３０が熱収縮を起こすと、基材１０の第一面１０ａ上に形成さ
れた多孔質層３０が収縮する際に発生する力が基材１０を撓ませるように作用する。その
結果、熱転写受像シート１は、第一面１０ａ側が凹となるようにカールする。これが凹カ
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ールである。
【００２１】
　熱転写受像シートの含水量は、凹カール現象の発生の有無および程度に影響を与える。
熱転写受像シートが含有する水分の一部は、印画時にサーマルヘッドから印加される熱に
よって気化する。例えば、４０℃９０％ＲＨのような高温環境下に熱転写受像シートを保
管・印画した場合、室温保管時と比較して含水量が増え、印画時に発生する気化熱は大き
くなる。この気化熱の発生によって多孔質層にかかる実効熱量は低下するため、熱収縮、
および凹カールは低減する。一方、例えば５℃２０％ＲＨのような低温環境下に熱転写受
像シートを保管・印画した場合、含水量が低下し、印画時に発生する気化熱が少なくなる
ため、多孔質層にかかる実効熱量は増加する。その結果、多孔質層３０の熱収縮、および
凹カールは顕著となる。
【００２２】
　本実施形態の熱転写受像シート１では、基材の両面に設けられたポリオレフィン樹脂層
２１、２２がいずれも結晶化度４０％以上とされている。したがって、多孔質層３０が収
縮しようとする力に第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２
が抗するため、多孔質層２２の熱収縮が抑制される結果、凹カールが抑制される。
【００２３】
　さらに、第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さが、第一ポリオレフィン樹脂層２１以上
であるため、印画時、第二ポリオレフィン層２１がサーマルヘッドの熱の影響を受けにく
く、紙のコシ（剛性）が維持されるという作用があり、これも凹カールの抑制に寄与する
。この作用は、第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さを、第一ポリオレフィン樹脂層２１
よりも大きくすることにより、さらに顕著になる。
【００２４】
　上述した各作用により、本実施形態の熱転写受像シート１は、低温環境下や高温環境下
等の過酷な条件下であっても、印画後の凹カールを好適に抑制することができる。
【００２５】
　本実施形態の熱転写受像シートは、第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレ
フィン樹脂層２２の厚さを５μｍ以上５０μｍ以下の範囲とし、かつ第一ポリオレフィン
樹脂層２１の厚さと第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さとの和を５５μｍ以下とするこ
とにより、プリンタ内における搬送性に優れたものとすることができる。
【００２６】
　また、本実施形態の熱転写受像シートにおいては、多孔質層３０と染料受容層４０との
間に下引き層が設けられてもよい。下引き層は、多孔質層３０と染料受容層４０との密着
性向上や、印画後の熱転写受像シートの保存性向上等を目的とする。
　下引き層の材料としては、目的を考慮しつつ、公知の各種材料から選択して用いること
ができる。例えば、ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリビニル系樹脂、ポリウ
レタン樹脂、ポリアクリル酸系樹脂、およびこれら樹脂の共重合体等を挙げることができ
る。上述した材料は、単独で用いられてもよいし、２種以上を混合して用いられてもよい
。
　下引き層の厚さは、０．１μｍ以上３μｍ以下であればよいが、０．２μｍ以上１．０
μｍ以下程度が好ましい。
【００２７】
　また、第二ポリオレフィン樹脂層２２上に補助樹脂層が形成されてもよい。補助樹脂層
を形成することにより、プリンタ内における熱転写受像シートの搬送性向上、染料受容層
４０とのブロッキング防止等の効果を得ることができる。補助樹脂層の材質は、発揮させ
ようとする機能を考慮しつつ、公知の樹脂材料から選択することができる。例えば、ポリ
プロピレン樹脂等のポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポ
リビニルアルコール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリスチレ
ン系樹脂、ポリアミド等のバインダ樹脂などが挙げられる。補助樹脂層には、必要に応じ
てフィラーや帯電防止剤等の、公知の各種添加剤が加えられてもよい。
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【００２８】
　次に、本発明の熱転写受像シートについて、実施例を用いてさらに説明する。以下の説
明において、「部」とは、特に断りのない限り質量基準である。また、本発明は実施例の
説明により何ら限定されるものではない。
【００２９】
（実施例１）
　基材１０として厚さ１４０μｍの上質紙を使用した。厚さ２０μｍの片面コロナ処理さ
れた発泡ポリプロピレンフィルム（多孔質層３０）のコロナ処理面側に、低密度ポリエチ
レン樹脂（ＬＣ６００Ａ、日本ポリエチレン（株）製）を溶融押し出しして第一ポリオレ
フィン樹脂層２１を形成し、サンドウィッチラミネーション（以下、「サンドラミ」）に
て基材１０の第一面１０ａと第一ポリオレフィン樹脂層２１とを貼り合わせた。第一ポリ
オレフィン樹脂層２１の厚さは５μｍとした。
【００３０】
　次に、厚さ４０μｍの片面コロナ処理されたポリプロピレンフィルム（補助樹脂層）の
コロナ処理面側に、低密度ポリエチレン樹脂（ＬＣ６００Ａ）を溶融押し出しして第二ポ
リオレフィン樹脂層２２を形成し、サンドラミにて基材１０の第二面１０ｂと第二ポリオ
レフィン樹脂層２２とを貼り合わせた。第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さは５０μｍ
とした。貼り合わせ後のシートに、５０℃環境下にて１２時間エージングを施した。
【００３１】
　さらに、多孔質層３０の上面にコロナ処理を施し、下記組成の下引き層塗布液を、乾燥
後の厚さが０．５μｍとなるように塗布後、乾燥して下引き層を形成した。更に、下引き
層の上に、下記組成の染料受容層塗布液を、乾燥後の厚さが２μｍとなるように塗布後、
乾燥して染料受容層４０を形成し、実施例１の熱転写受像シートを得た。
【００３２】
＜下引き層塗布液＞
　塩化ビニル共重合体エマルション　　　　　　　　　　　　２０．０部
（ビニブラン２７８、日信化学工業（株）製）
　ポリビニルピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０部
（ピッツコール　Ｋ－９０、第一工業製薬（株）製）
　トリプロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　　　４．０部
　純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６．０部
＜染料受容層塗布液＞
　塩化ビニル－アクリル共重合体エマルション　　　　　　　７２．０部
　（ビニブラン７４７、日信化学工業（株）製）
　ポリエーテル変性シリコーン　　　　　　　　　　　　　　　３．０部
　（Ｘ－２２－４５１５、信越化学工業（株）製）
　純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．０部
【００３３】
（実施例２）
　基材１０の第２面１０ｂと第二ポリオレフィン樹脂層２２とを貼り合わせた直後に、５
０℃環境下にて４８時間エージングを施した。それ以外は実施例１と同様の手順により、
実施例２の熱転写受像シートを得た。
【００３４】
（実施例３）
　第一ポリオレフィン樹脂層２１の厚さを９μｍ、第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さ
を１５μｍとした点以外は、実施例２と同様の手順により、実施例３の熱転写受像シート
を得た。
【００３５】
（実施例４）
　第一ポリオレフィン樹脂層２１の厚さを１５μｍとした点以外は、実施例３と同様の手
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順により、実施例４の熱転写受像シートを得た。
【００３６】
（実施例５）
　上述のＬＣ６００Ａと高密度ポリエチレン樹脂（ＨＦ５６０、日本ポリエチレン（株）
製）とを重量比１：１で混合した混合材料を用いて第一ポリオレフィン樹脂層２１および
第二ポリオレフィン樹脂層２２を形成した。第一ポリオレフィン樹脂層２１の厚さは９μ
ｍ、第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さは１５μｍとした。また、エージングは行わな
かった。その他の点は実施例１と同様の手順により、実施例５の熱転写受像シートを得た
。
【００３７】
（比較例１）
　エージングを行わなかった点以外は、実施例１と同様にして、比較例１の熱転写受像シ
ートを得た。
【００３８】
（比較例２）
　第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さを５２μｍとした点以外は、実施例２と同様にし
て、比較例２の熱転写受像シートを得た。
【００３９】
（比較例３）
　第一ポリオレフィン樹脂層２１の厚さを５０μｍとし、第二ポリオレフィン樹脂層２２
の厚さを５μｍとした点以外は、実施例２と同様にして、比較例３の熱転写受像シートを
得た。
【００４０】
　次に、各例の評価に使用する熱転写記録媒体の製造手順について説明する。
（評価用熱転写記録媒体の作製）
　基材として、４．５μｍの片面易接着処理付きＰＥＴフィルムを使用し、その非易接着
処理面に下記組成の耐熱滑性層塗布液を、乾燥後の塗布量が１．０ｇ／ｍ２となるように
塗布後、乾燥し、耐熱滑性層付き基材を得た。
【００４１】
＜耐熱滑性層塗布液＞
　シリコ－ン系アクリルグラフトポリマー　　　　　　　　　５０．０部
　（東亜合成（株）ＵＳ－３５０）
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０．０部
【００４２】
　次に、耐熱滑性層付き基材の易接着処理面に、下記組成の染料層塗布液を、イエロー層
形成用インキ、マゼンタ層形成用インキ、シアン層形成用インキの順に、いずれも乾燥後
の塗布量が１．０ｇ／ｍ２となるように塗布後、乾燥して熱転写層を形成した。
【００４３】
＜染料層塗布液＞
〔イエロー層形成用インキ〕
・イエロー染料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
・ブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　４５．０部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５．０部
〔マゼンタ層形成用インキ〕
・マゼンタ染料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
・ブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　４５．０部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５．０部
〔シアン層形成用インキ〕
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・シアン染料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
・ブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　４５．０部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５．０部
【００４４】
　次に、シアン層と次のイエロー層との間の領域に、下記組成の保護層塗布液を、離型層
形成用インキ、剥離層形成用インキの順に、いずれも乾燥後の塗布量がそれぞれ０．３ｇ
／ｍ２と１．０ｇ／ｍ２となるように塗布後、乾燥して熱転写層を形成し、評価用熱転写
記録媒体を得た。
＜保護層塗布液＞
〔離型層形成用インキ〕
・セルロース誘導体　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．０部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．０部
・シリコーン微粒子（平均粒子径：２．０μｍ）　　　　　　１．０部
〔剥離層形成用インキ〕
・変性アクリル樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．０部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．０部
【００４５】
　次に、各例の評価方法の詳細について説明する。
＜結晶化度の評価＞
　各例について、第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２の
結晶化度を、顕微レーザーラマン分光測定装置（Ａｌｍｅｇａ　(Ｔｈｅｒｍｏ　Ｎｉｃ
ｏｌｅｔ社製)）にて測定した。
　結晶化度は、測定結果に基づいて、以下の式により算出した。
　(結晶化度)＝(ラマンシフトｐｅａｋ　Ａの面積)／((ラマンシフトｐｅａｋ Ｂの面積)
＋(ラマンシフトｐｅａｋ　Ｃの面積))×１００
　ラマンシフトｐｅａｋ　Ａ：１１３０ｃｍ-１付近／結晶性ＣＣの対象伸縮振動由来で
あり結晶性ＰＥに固有のピークであるため結晶化度の指標として用いられる。
　ラマンシフトｐｅａｋ　Ｂ：１２９５ｃｍ-１付近／ＣＨ２結合のねじれ由来であり、
結晶性や配向性の影響が少ないため基準ピークとして用いられる。
　ラマンシフトｐｅａｋ　Ｃ：１３０３ｃｍ－１付近／非晶層のＣＨ２結合のねじれ由来
であり、結晶性や配向性の影響が少ないため基準ピークとして用いられる。
【００４６】
＜印画後カール評価＞
（１．室温環境）
　各例の熱転写受像シ－トおよび評価用熱転写記録媒体を、評価用サ－マルプリンタ（解
像度３００×３００ＤＰＩ）にセットし、２３℃５０％ＲＨ（相対湿度）環境下で２時間
調湿した。ハガキサイズ（１００ミリメートル（ｍｍ）×１４８ｍｍ）の各例の熱転写受
像シ－ト、および評価用熱転写記録媒体を使用し、評価用サ－マルプリンタにて印画速度
２．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで黒ベタ画像を１０枚連続印画した。平坦な定盤上に、印画面
を上にして印画後の熱転写受像シート（印画物）を置き、四隅のカール高さを金尺で計測
した。各例１０枚の熱転写受像シートにおける最大値をカール高さ値として採用した。カ
ール高さの評価基準は、以下の２段階である。
　○（ｇｏｏｄ）：カール高さが１０ｍｍ以下である。
　×（ｂａｄ）　：カール高さが１０ｍｍ以上である。
【００４７】
　併せて、印画前の熱転写受像シートの搬送性を評価した。搬送性の評価基準は、以下の
２段階である。



(9) JP 2017-185735 A 2017.10.12

10

　〇（ｇｏｏｄ）：紙の送り出し部から熱転写受像シートが１枚ずつ取り出され、複数枚
重ならない状態で送り出される。
　×（ｂａｄ）　：紙の送り出し部から熱転写受像シートが１枚ずつ取り出されず、複数
枚重なった状態で送り出される。
【００４８】
（２．高温環境）
　各例の熱転写受像シ－トおよび評価用熱転写記録媒体を、評価用サ－マルプリンタにセ
ットし、４０℃８０％ＲＨ環境下で２時間調湿した。その後、１と同様の手順で連続印画
を行い、カール高さおよび搬送性を評価した。
【００４９】
（３．低温環境）
　各例の熱転写受像シ－トおよび評価用熱転写記録媒体を、評価用サ－マルプリンタにセ
ットし、５℃２０％ＲＨ環境下で２時間調湿した。その後、１と同様の手順で連続印画を
行い、カール高さおよび搬送性を評価した。
【００５０】
　結果を表１に示す。
【００５１】
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【表１】

【００５２】
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　表１に示すように、第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２
１の結晶化度が４０％以上であり、かつ第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さが、第一ポ
リオレフィン樹脂層２１以上とされている各実施例の熱転写受像シ－トは、高温環境や低
温環境で印画した場合でも印画後凹カールが小さく抑えられていた。
　また、第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さが５
μｍ以上５０μｍ以下の範囲であり、かつ第一ポリオレフィン樹脂層２１の厚さと第二ポ
リオレフィン樹脂層２２の厚さとの和が５５μｍ以下とされた実施例１から５は、搬送性
も良好であった。
　さらに、実施例５でも良好な結果が得られたことより、本発明において、第一ポリオレ
フィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２２の結晶化を高める方法は、エージ
ングに限られないことが示された。
【００５３】
　一方、第一ポリオレフィン樹脂層２１および第二ポリオレフィン樹脂層２１の結晶化度
がいずれも４０％未満である比較例１、および第二ポリオレフィン樹脂層２２が第一ポリ
オレフィン樹脂層２１よりも薄い比較例３の熱転写受像シ－トは、高温環境および低温環
境において凹カールを十分抑制できなかった。
　また、第一ポリオレフィン樹脂層２１の厚さと第二ポリオレフィン樹脂層２２の厚さと
の和が５５μｍより大きい比較例２では、搬送性が低下していた。
【００５４】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の技術範囲は上記実施形態に限
定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において構成要素の組み合わせを
変えたり、各構成要素に種々の変更を加えたり、削除したりすることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の熱転写受像シ－トは、昇華転写方式のプリンタに好適に使用することができ、
プリンタの高速・高機能化と併せて、各種画像を簡便にフルカラ－形成できるため、デジ
タルカメラのセルフプリント、身分証明書等のカ－ド類、アミュ－ズメント用出力物等に
広く利用できる。
【符号の説明】
【００５６】
１　熱転写受像シート
１０　基材
１０ａ　第一面
１０ｂ　第二面
２１　第一ポリオレフィン樹脂層
２２　第二ポリオレフィン樹脂層
３０　多孔質層
４０　染料受容層
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